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令 和 ５ 年 第 ６ 回 東 大 和 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１．日   時 令和５年６月29日（木曜日）午後２時00分～午後３時15分 

２．場   所 東大和市役所会議棟第４・第５会議室 

３．出 席 委 員 １番  岡 田 博 史（教育長） 

        ２番  岩 田 圭 子 

        ３番  藤 宮 志津子 

        ４番  内 野 裕 子 

        ５番  鈴 木 一 德 

４．欠 席 委 員 なし 

５．説 明 職 員 

教 育 部 長 小 俣   学  
教育部参事兼 

教育指導課長 
小 野 隆 一 

教育総務課長 斎 藤 謙二郎  
学校施設更新 

等 担 当 課 長 
中 橋   健 

新 校 開 設 

担 当 課 長 
大 野 祐 司  青 少 年 課 長 石 川 博 隆 

生涯学習課長 岩 野 秀 夫  中央図書館長 浴   靖 子 

６．書 記 

庶 務 係 長 長 瀬 由美子  主 事 淺 井 亮 介 

 



－２－ 

○議事日程 

第 １ 会議録署名委員の指名 

第 ２ 教育長諸務報告 

第 ３ 第１５号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ４ 第１６号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ５ 第１７号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ６ 第１８号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ７ 第１９号報告 令和５年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助 

           金の交付に伴う答申について 

第 ８ 第２０号報告 事務の臨時代理の承認について 

第 ９ 第３０号議案 東大和市立学校学校薬剤師の解嘱について 

第１０ 第３１号議案 東大和市立学校学校薬剤師の委嘱について 

第１１ 第３２号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

第１２ 第３３号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任命について 

第１３ 第３４号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命について 

第１４ その他報告事項（１）令和５年度東大和市民間学童保育所光熱水費高騰対 

              応助成金交付要綱（案）について 

           （２）東京都車いすバスケットボール選手権大会について 

           （３）東大和市市民プールの開設について 

           （４）中央図書館会議室の試行的開放について 
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午後 ２時００分開会 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎開会の辞 

○岡田教育長 それでは、皆さん、こんにちは。 

  ただいまから、令和５年第６回東大和市教育委員会定例会を開催いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○岡田教育長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、岩田委員にお願いいたします。 

○岩田委員 分かりました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第２ 教育長諸務報告 

○岡田教育長 日程第２、教育長諸務報告を行います。 

  ５月22日、月曜日、東京都市教育長会定例会に出席をいたしました。 

  ５月23日、火曜日、令和５年第１回市議会臨時会に出席をいたしました。 

  ５月24日、水曜日、教育委員会訪問として、第二小学校を訪問いたしました。 

  ５月25日、木曜日、校長会に出席、また、午後からは教育委員会定例会に出席

をいたしました。 

  ５月26日、金曜日、関東甲信越静市町村教育委員会連合会定期総会及び研修会

に出席をいたしました。埼玉県の加須市まで行ってまいりました。講演では、元

ヤクルトスワローズの宮本慎也さんの講演を聞くことができまして、これからの

教育にも参考にさせていただくお話を伺うことができました。 

  ５月27日、土曜日、中学校運動会で、第四中学校と第五中学校の運動会に出席

をいたしました。久々に中学校の運動会を拝見しましたが、保護者の参加も多く、

子どもたちも主体的に活動している様子をうかがうことができました。 

  ５月28日、日曜日、東大和市水防訓練に出席をいたしました。 

  ５月30日、火曜日、教育委員会訪問として、第一中学校を訪問いたしました。 

  ５月31日、水曜日、東京都市町村教育委員会連合会定期総会に出席をいたしま

した。 

  ６月１日、木曜日、東大和市租税教育推進協議会総会に出席をいたしました。 

  ６月３日、土曜日、環境市民の集いに出席をいたしました。当日は、中央公民
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館のホールのほうで、例年ですともう少し大きな状況で開催していたという話な

のですが、当日のホールでは幾つかの団体が様々環境に関するブースを出して市

民の集いを開催しておりました。 

  ６月５日、月曜日、東大和市社会を明るくする運動推進委員会に出席をいたし

ました。 

  ６月６日、火曜日、それから６月７日、水曜日、中学校運動会に出席をいたし

ました。６日が一中と三中、７日が二中の運動会でしたが、こちらは３日の土曜

日に予定をしておりましたが、雨のため延期となりまして６日と７日ということ

になりました。先ほど申し上げましたように、どの中学校も子どもたちが自分た

ちの運動会を盛り上げようとする、そういう姿が見られてとてもうれしく感じま

した。 

  ６月８日、木曜日、校長会役員会に出席をいたしました。 

  そして、６月13日、火曜日から６月30日、金曜日までですが、令和５年第２回

市議会定例会が開催されておりまして、こちらに出席をしております。 

  教育長の諸務報告は以上でございます。 

  ただいまの報告について、ご質疑等ございましたらご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 ありがとうございます。 

  では、教育長諸務報告を終わります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第３ 第１５号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 日程第３、第15号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を議

題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第15号報告 事務の臨時代理の承認に

ついてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、令和５年度東大和市一般会計補正予算（第２号）であります。 

  一般会計補正予算（第２号）は、令和５年第２回市議会定例会に第37号議案と

して提出され、６月13日に原案どおり可決されておりますが、前回の教育委員会
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定例会開催時点では市長との予算の最終調整が終了しておりませんでした。その

結果、市議会に提出する前に教育委員会定例会に付すことができず、令和５年６

月13日付で事務の臨時代理をさせていただきましたので、今回の教育委員会定例

会にてご報告申し上げ、承認をお願いするものであります。 

  それでは、内容についてご説明申し上げます。 

  資料、令和５年度東大和市一般会計補正予算書（第２号）（抜粋）、そちらの

４ページをお開きいただきたいと存じます。抜粋なものですから、４ページから

始まりますけれども、こちらをご覧ください。 

  最初は、第２表です。債務負担行為補正をご覧いただきたいと思います。 

  １の追加でありますが、上から２段目、市民会館空調及び照明設備等更新工事

監理委託につきましては、市民会館において着工を予定しております空調機器更

新工事と照明設備等改修工事の２つの大規模工事が設計図書どおりに進捗をして

いるか、確認するためのものであります。 

  市では大規模工事が続いており、現在の人員体制では工事の進捗状況を直営で

把握することが難しい状況にございますため、監理を委託するものであります。

その予定しているとおりにいくかどうかという、そういうところを確認するため

の監理の委託であります。令和５年度、６年度の２か年をかけて工事を行うため、

債務負担行為として883万3,000円を設定するものであります。 

  続きまして、真ん中より下、第二小学校エレベーター改修工事であります。こ

ちらにつきましては、当初、令和４年度と５年度の２か年をかけて改修工事を行

う予定でありましたが、半導体部品の供給不足により、交換部品の納期に大幅な

遅れが生じることとなり、工事の発注を取りやめておりました。 

  今年度に入りまして部品の納期に見通しが立ったため、令和５年度、６年度の

２か年をかけて改修工事を行うため、令和６年度の債務負担行為といたしまして

351万8,000円を設定するものであります。なお、令和５年度分につきましては、

後ほど歳出、40ページのほうでご説明申し上げます。 

  続きまして、その１つ下です。郷土博物館空調及び照明設備等更新工事監理委

託及びその下の市民体育館空調及び照明設備等更新工事監理委託につきましては、

市民会館の監理委託と同様の趣旨のものでございますため、説明のほうは省略を

させていただきます。 

  いずれも、令和５年度、６年度の２か年をかけまして工事を行うため、債務負
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担行為といたしまして、郷土博物館の空調及び照明設備等更新工事監理委託とい

たしまして928万4,000円を、市民体育館の空調及び照明設備等更新工事監理委託

といたしまして1,162万7,000円を設定するものであります。 

  一番下、中央図書館空調及び照明設備等更新工事実施設計委託につきましては、

当初、令和５年度に実施設計を行う予定でおりましたけれども、より一層の省エ

ネルギー化を推進するために検討を行いました結果、建築物エネルギー消費性能

確保計画書の作成を追加いたしまして、第三者機関で認定を受ける必要が生じた

影響によりまして、年度内に事業完了の見込みが立たなくなりました。 

  このことから、令和５年度と６年度の２か年をかけて実施設計を行うというこ

とになりまして、令和６年度の債務負担行為として582万円を設定するものでご

ざいます。なお、こちらにつきまして、令和５年度分につきましては後ほど歳出

の40ページのほうでご説明を申し上げます。 

  続きまして、１枚おめくりいただきまして、５ページです。２の変更とござい

ます。 

  こちらにつきましては、市民会館及び郷土博物館における空調及び照明設備等

更新工事につきましては、詳細な設計が進み、経費の精査を行ったところ、機器

類、配線及び配管等資材の物価高騰に伴い、当該工事にかかる費用が増額となる

ということが判明いたしました。そこで、予定どおり施工するために、令和６年

度分の債務負担行為を変更するものでございます。 

  市民会館の空調及び照明設備等更新工事といたしまして、限度額を１億4,180

万3,000円に、それから郷土博物館空調及び照明設備等更新工事といたしまして、

限度額を２億7,099万7,000円にそれぞれ変更するものであります。 

  それから、一番下です。市民体育館空調及び照明設備等更新工事につきまして

は、詳細な設計を進めたところ、空調設備の電化に必要な機器の資材等の不足に

よりまして納期に時間を要することが判明いたしましたことから、電気工事の一

部を令和５年度に前倒しをする必要が生じたため、令和６年度分の債務負担行為

の限度額を２億6,290万3,000円に変更するものであります。 

  このことに伴います令和５年度分の増額につきましては、後ほど歳出の40ペー

ジでご説明申し上げます。 

  続きまして、１枚おめくりいただきまして、６ページの地方債補正、第３表で

す。そちらをご覧ください。 
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  １の追加でございますけれども、市民会館非常用発電設備更新事業につきまし

ては、地方債の追加の補正を行いまして、その下の２の変更におきましては、市

民会館空調及び照明設備等更新事業につきまして、地方債の限度額を変更する補

正を行うということで順次進めてまいりたいと、そのように考えております。 

  いずれにしましても、市民体育館、郷土博物館、市民会館と大きな工事が今後

予定をされます。市民の皆さまが利用の際の安心・安全、そちらをきちんと確保

できるように進めてまいりたいと思っております。また、様々な追加や変更をし

ておりますけれども、きちんと工事が終われるように努めてまいります。 

  続きまして、歳入のご説明に入ります。 

  次のページをご覧ください。９ページです。 

  15款国庫支出金、２項国庫補助金、７目教育費国庫補助金というところがござ

います。１節教育総務費補助金、10ページのほうになりますけれども、教育指導

課の公立学校情報機器整備費補助金393万7,000円の増額でございます。 

  内容でありますが、情報機器を活用するための支援体制の整備について予算措

置を計上するものでございます。 

  １枚おめくりください。11ページです。 

  16款都支出金、２項都補助金、８目教育費都補助金、１節教育総務費補助金、

右のページにまいりまして、教育指導課の学力格差解消推進校事業補助金は40万

円の増額であります。 

  内容でありますが、東京都より学力格差解消校といたしまして、第三中学校が

指定を受けたため、その必要経費を予算措置するものであります。 

  続きまして、その下の教育支援体制整備事業費補助金は207万9,000円の増額で

あります。 

  内容でありますが、小・中学校に在籍をしております帰国、外国人児童・生徒

等に対する日本語指導委託料が補助対象経費となるため予算措置をするものであ

ります。 

  もう一つ、その下の校内別室指導支援員配置事業補助金は676万円の増額であ

ります。 

  内容でありますが、校内の別室であれば登校ができる児童・生徒に対しまして、

校内別室指導支援員を配置するための予算措置をするものであります。 

  続きまして、16款都支出金、３項委託金、６目教育費委託金、１節教育総務費
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委託金、教育指導課のTokyoスポーツライフ推進事業委託金は100万円の増額であ

ります。 

  内容でありますが、運動習慣の定着を目的に、具体的取組を研究・開発し、成

果を広く発信する地区といたしまして本市が指定を受けましたため、その必要経

費を予算措置するものであります。 

  続きまして、歳出のご説明に入らせていただきます。 

  １枚おめくりいただきまして、19ページをご覧いただきたいと存じます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、11目文化振興費は2,454万3,000円の増額、右の

ページになりますが、事業番号１、市民会館運営費、14節工事請負費も同じく

2,454万3,000円の増額であります。 

  内容でありますが、先ほどご説明申し上げました市民会館の空調及び照明設備

等更新工事におけます機器類、配線及び配管など資材の物価高騰に伴う工事費用

の増額による債務負担行為の令和５年度分といたしまして1,600万円の増額、ま

た、市民会館の非常用発電設備の更新工事費といたしまして、854万3,000円を増

額するものであります。 

  続きまして、１枚おめくりいただきまして、今度は29ページになります。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、７目学童保育所費、事業番号３、新型コロナウ

イルス感染症対策事業費は42万円の新規計上であります。 

  内容でありますが、光熱水費の高騰に伴い、待機児童対策といたしまして開設

をされました民間学童保育所の経営を安定させるために交付しております補助金

に不足が見込まれることから所要の額について補助を追加するものであります。 

  続きまして、１枚おめくりいただきまして、37ページをご覧ください。 

  10款教育費、１項教育総務費、３目教育指導費、右のページになりますが、事

業番号11、学校行事・部活動等運営支援事業費は100万円の増額であります。 

  内容でありますが、東京都より令和５年度Tokyoスポーツライフ推進指定地区

に当市が指定を受けまして、その必要経費を予算措置するものであり、指定期間

は１年間であります。 

  続きまして、その下、事業番号13、教育センター運営費は676万1,000円の増額

であります。 

  内容でありますが、東京都の校内別室指導支援員配置事業補助金の確定に伴い、

第五小学校及び第三中学校に校内別室指導支援員を配置するための必要経費を予
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算計上するものであります。実施期間は２年間でありまして、補助金は10分の10

の割合で交付をされるものでございます。 

  続きまして、その下、事業番号15、学力・授業力向上推進事業費は40万円の増

額であります。 

  内容でありますが、東京都より学力格差解消校といたしまして第三中学校が指

定を受けたことによりまして、その必要経費を予算計上するものでございます。

指定期間は１年間でございます。 

  続きまして、２項小学校費、１目学校管理費、事業番号１、小学校運営費、10

節需用費、①消耗品費は13万3,000円の増額であります。 

  内容でありますが、市内第五小学校におきまして令和５年度当初の始業式前に

児童の転入がございまして学級数が増となったため、カーテン、パソコン関係の

ケーブル、時計などの消耗品につきまして増額をするものでございます。 

  続きまして、１枚おめくりいただきまして、40ページをご覧ください。 

  事業番号２、小学校環境整備事業費、14節工事請負費、第二小学校エレベータ

ー改修工事費は230万円の増額であります。 

  内容でありますが、第二小学校エレベーター改修工事につきましては、半導体

部品の供給不足により部品の納期が未定であったことからこれまで保留としてご

ざいましたけれども、ここで部品の納期に見通しが立ちましたことから補正予算

を計上するものでございます。 

  続きまして、その下、４項社会教育費、３目図書館費、事業番号１、中央図書

館管理費は440万4,000円の減額であります。 

  内容でありますが、中央図書館空調及び照明設備等更新工事実施設計委託料に

つきまして、建築物エネルギー消費性能確保計画書の作成を追加するなど委託内

容の変更に伴いまして委託料全体が141万6,000円の増額となり、また、年度内に

事業完了の見込みが立たなくなりましたことにより、令和６年度に債務負担行為

を設定することになりました。２か年に分けて事業を実施するため、令和５年度

の委託料につきましては減額となったものでございます。 

  続きまして、その下の４目郷土博物館費、事業番号１、郷土博物館管理費は73

万4,000円の増額であります。内容につきましては、非常時の防火シャッターの

修繕料であります。 

  続きまして、その下の５項保健体育費、２目体育施設費は2,480万円の増額、
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事業番号１、体育施設運営費、14節工事請負費は2,480万円の増額であります。

内容でありますけれども、先ほど第２表の債務負担行為補正の変更のところでご

説明を申し上げましたので、ここでの説明は省略をさせていただきます。 

  続きまして、その下の３目学校給食費、事業番号２、学校給食センター運営費、

17節備品購入費は121万円の増額であります。内容でありますが、第一小学校、

第二小学校、第三小学校、第七小学校、第九小学校の給食配膳室につきましては、

各学校と調整をいたしましてスポットクーラーを設置しているところでございま

すが、近年の猛暑により十分な効果が得られないということから、冷暖房機を購

入するものでございます。 

  続きまして、最後になります。１枚おめくりいただきまして、42ページをお開

きください。 

  事業番号３、新型コロナウイルス感染症対策事業費、18節負担金補助及び交付

金は1,563万1,000円の増額であります。内容でありますが、令和４年度に令和５

年度分の学校給食費の補助として補正予算を計上し、繰り越した上で運用してい

るところでございますが、ここで食材料費の価格がさらに高騰をしておりますこ

とから、学校給食の質の維持及び保護者の負担軽減を目的といたしまして、追加

で学校給食食材料費高騰対応助成金、そちらを計上するものでございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 工事を監理委託するとありましたけれども、どういう会社がそれに当

たるのですか。これは工事会社ではないと思いますが、工事が計画どおり施工さ

れているかというのを調べるためにこの何百万という金額が出てきますので、ど

ういう会社でしょうか。 

○岡田教育長 中橋学校施設更新等担当課長。 

○中橋学校施設更新等担当課長 一般的なお話としてお聞きいただければと思うの

ですけれども、一般的には設計事務所です。設計した会社がその設計内容や工事

内容を一番よく把握していますので、その会社が工事監理もしていくと、工事し

ていくときに施工者に対して指導・指示していくというのが一般的な流れとなっ

ています。 
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○岡田教育長 藤宮委員。 

○藤宮委員 この予算はほとんどそのための人件費ということですか。 

○岡田教育長 中橋学校施設更新等担当課長。 

○中橋学校施設更新等担当課長 そうです、ほぼ人件費と捉えていただけるとよろ

しいかと思います。 

○藤宮委員 分かりました。ありがとうございます。 

○岡田教育長 ほかにはございますでしょうか。 

  たくさんの工事と大きなお金がかなり動いておりますけれども、適正に必要な

部分を補正しているというところになるかと思います。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第15号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第４ 第１６号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 続きまして、日程第４、第16号報告 事務の臨時代理の承認につい

て、本件を議題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第16号報告 事務の臨時代理の承認に

ついてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  令和５年第１回教育委員会定例会において承認をいただきました令和５年度東

大和市学校給食会計予算につきまして、その補正予算に関し、令和５年３月20日

付で事務の臨時代理をさせていただきましたが、学校給食食材料費の高騰に伴い

まして、令和５年６月14日付で再度補正予算に関し事務の臨時代理をさせていた

だきましたので、本定例会においてご報告申し上げ、承認をお願いするものであ

ります。 



－１２－ 

  内容につきましてご説明をいたします。資料の１ページをご覧ください。 

  収入支出予算とございますが、そちらの収入科目４、市助成金につきましては

1,563万1,000円を、その下の５、調整金につきましては134万5,000円を増額する

とともに、支出科目１、給食食材費につきましても収入科目の合計額と同額の

1,697万6,000円を増額するものであります。 

  市助成金につきましては、学校給食食材料費の高騰に伴い、令和５年第２回東

大和市議会定例会において学校給食食材料費高騰対応助成金に係る市の一般会計

補正予算が可決されたことを受けまして、令和５年７月分以降の学校給食費を助

成するものであります。 

  この市助成金は保護者の皆様の負担軽減を図ることが目的でございますので、

児童・生徒の皆さまが喫食する分のみが対象となります。 

  調整金につきましては、市助成金の対象とならない東大和市立小・中学校の教

職員及び学校給食センターに勤務する職員につきまして、食材料費の高騰分を学

校給食費とは別に負担をしていただくものでありまして、その分を計上したもの

でございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  いかがですか。よろしいですか。 

  では、確認というか、１点よろしいですか。 

  給食費で教職員のほうは調整額というところで上乗せして給食費を徴収するの

かと思うのですけれども、幾らから幾らになりますでしょうか。 

  斎藤教育総務課長。 

○斎藤教育総務課長 小学校と中学校の給食費は違いまして、小学校の教員は小学

校の高学年の額を、中学校は一律の額を徴収しております。小学校の教職員の１

食当たりの給食費が、245円から、３月の調整金と今回の調整金を合わせて、291

円に、中学校教職員の１食当たりの給食費が272円から、３月の調整金と、今回

の調整金と合わせまして、今回10円から20円ほど各学年上がることになりますの

で、323円になります。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 ありがとうございます。 
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  他にご質疑はよろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第16号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第５ 第１７号報告 事務の臨時代理の承認について 

◎日程第６ 第１８号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 続きまして、日程第５、第17号報告 事務の臨時代理の承認につい

て、そして、日程第６、第18号報告 事務の臨時代理の承認について、以上２件

は関連がございますので、一括して議題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小野教育部参事。 

○小野教育部参事兼教育指導課長 ただいま議題となりました第17号報告及び第18

号報告 事務の臨時代理の承認についてにつきましては、関連がありますので一

括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  第17号報告及び第18号報告とも東大和市学校運営協議会委員の交代に伴うもの

であります。 

  内容につきましてご説明申し上げます。 

  東大和市立第一小学校、第三小学校の団体役員の交代などにより委員の解任及

び任命をするものであります。この件につきましては、東大和市教育委員会教育

長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき解任及び任命に

つきまして、令和５年６月１日付で事務の臨時代理を行いましたので、同条第２

項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 
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（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第17号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

  引き続き、お諮りいたします。 

  第18号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第７ 第１９号報告 令和５年度東大和市社会教育関係団体連

合体に対する補助金の交付に伴う答申に

ついて 

○岡田教育長 続きまして、日程第７、第19号報告 令和５年度東大和市社会教育

関係団体連合体に対する補助金の交付に伴う答申について、本件を議題に供しま

す。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第19号報告 令和５年度東大和市社会

教育関係団体連合体に対する補助金の交付に伴う答申についてにつきまして、提

案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  本件は、令和５年５月16日付、東大和市教育委員会から東大和市社会教育委員

会議に諮問をいたしました内容に対する答申でありまして、６つの社会教育関係

団体に対しまして371万2,600円を交付するものであります。 

  答申には附帯意見がございましたので、ここで読み上げさせていただきたいと

存じます。 

  答申書の次のところに３、付帯意見というページがございますので、そちらを

ご覧ください。 
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  それでは、読み上げます。 

  令和２年度から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、令和５年度に入

り、やや収束の兆しが見えてきました。しかし、社会生活や社会活動が完全に元

の状態に戻ったわけではなく、多少の制限のもとにあります。 

  東大和市の社会教育関係団体連合体補助金の交付を受けている活動についても、

様々な活動の制限や自粛から解放され、新しい生活様式のもと、日常を取り戻し

ていくことが望まれます。 

  厳しい市財政の中、この補助金事業については、例年並みの予算措置がなされ

ております。 

  一方、近年、補助金交付の対象となる連合体の減少傾向が見られます。連合体

を構成する団体の事情もあるようですが、当市における社会教育のさらなる振興

を図る意味からも、本助成制度の周知などの工夫も求められます。 

  社会教育関係団体が知恵を出し合い、情報交換をしながら、困難な状況にあっ

ても、社会教育活動を絶えることなく継続していけるよう切に願うものです。 

  以上が附帯意見でございます。 

  なお、今後は市の補助金交付要綱に基づきまして、交付決定等の手続を進めて

まいりたいと考えております。 

  報告は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

  附帯意見のほうが出ておりますので、またこちらもこれから社会教育活動のほ

うが絶えることなく継続していけるようにということで、私たちも何かできるこ

とをする必要があるのかというふうに感じたところであります。 

  では、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第19号報告 令和５年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金の交

付に伴う答申について、本件を承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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◎日程第８ 第２０号報告 事務の臨時代理の承認について 

○岡田教育長 続きまして、日程第８、第20号報告 事務の臨時代理の承認につい

て、本件を議題に供します。 

  報告の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第20号報告 事務の臨時代理の承認に

ついてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市立図書館協議会委員を構成いたします選出区分のうち、学校教育及び

社会教育の関係者として選出されておりました、東大和市立第五中学校の校長、

住吉豊氏が一身上の都合によりまして、令和５年６月７日付で東大和市立図書館

協議会委員を辞任したい旨の届出が提出されました。 

  この件につきましては、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則第３条第１項の規定に基づき、令和５年６月７日付で解任の事務の臨時代

理を行いましたので、同条第２項の規定に基づきましてご報告申し上げ、ご承認

をお願いするものでございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第20号報告 事務の臨時代理の承認について、本件を承認することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第 ９ 第３０号議案 東大和市立学校学校薬剤師の解嘱につ

いて 

◎日程第１０ 第３１号議案 東大和市立学校学校薬剤師の委嘱につ

いて 
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○岡田教育長 続きまして、日程第９、第30号議案 東大和市立学校学校薬剤師の

解嘱について、日程第10、第31号議案 東大和市立学校学校薬剤師の委嘱につい

て、以上２件は関連がありますので一括して議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第30号議案 東大和市立学校学校薬剤

師の解嘱について及び第31号議案 東大和市立学校学校薬剤師の委嘱についてに

つきまして、一括して提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  両議案とも第八小学校の学校薬剤師の交代に関するものであります。 

  第八小学校の学校薬剤師であります日並梨奈氏から一身上の都合により任期途

中での辞職願が提出されましたことから、令和５年６月30日付で解嘱することと

し、後任に清水正子氏を新たに委嘱するものであります。 

  任期につきましては、残任期間であります令和５年７月１日から令和６年３月

31日まででございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第30号議案 東大和市立学校学校薬剤師の解嘱について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

  引き続きお諮りいたします。 

  第31号議案 東大和市立学校学校薬剤師の委嘱について、本件を承認すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  
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◎日程第１１ 第３２号議案 東大和市学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について 

○岡田教育長 続きまして、日程第11、第32号議案 東大和市学校給食センター運

営委員会委員の委嘱について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第32号議案 東大和市学校給食センタ

ー運営委員会委員の委嘱についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を

申し上げます。 

  本件は、東大和市学校給食センター運営委員会規則第３条第１項に基づく委員

のうち、市立小・中学校ＰＴＡ会長及びその他教育委員会において適当と認める

者による委員でありますＰＴＡに準ずる保護者連絡会等の代表に変更があること、

東京都多摩立川保健所職員につきましては人事異動があったこと、学識経験者に

つきまして令和５年４月30日付で解嘱となりましたことから、12名の方に東大和

市学校給食センター運営委員会委員を委嘱するものであります。 

  ご提案いたしました委員の氏名等につきましては、お手元の議案書に記載のと

おりでございます。 

  なお、任期でありますが、市立小・中学校ＰＴＡ会長及びその他教育委員会に

おいて適当と認める者につきましては、令和５年７月１日から、会長または代表

者の職にある間、東京都多摩立川保健所職員につきましては、令和５年７月１日

から、東京都多摩立川保健所生活環境安全課長の職にある間、学識経験者につき

ましては、令和５年７月１日から令和７年６月30日までであります。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がありましたら、ご発言をお願いいたします。 

  何かございますか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 それでは、質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第32号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、本件

を承認することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１２ 第３３号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任

命について 

○岡田教育長 続きまして、日程第12、第33号議案 東大和市立郷土博物館協議会

委員の任命について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第33号議案 東大和市立郷土博物館協

議会委員の任命についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げ

ます。 

  本件は、現委員のうち小・中学校長代表の２名が交代することとなりましたこ

とから、新たに任命するものであります。 

  ご提案いたしました委員につきましては、お手元の議案書の記載のとおり９名

の方で、そのうち２名が新任となっております。 

  なお、任期につきましては、令和６年４月30日まででございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了といたします。 

  お諮りいたします。 

  第33号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の任命について、本件を承認す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１３ 第３４号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命に

ついて 

○岡田教育長 続きまして、日程第13、第34号議案 東大和市立図書館協議会委員
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の任命について、本件を議題に供します。 

  議案の説明をお願いいたします。 

  小俣教育部長。 

○小俣教育部長 ただいま議題となりました第34号議案 東大和市立図書館協議会

委員の任命についてにつきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 

  東大和市立図書館協議会委員を構成いたします選出区分のうち、学校教育及び

社会教育の関係者として選出されておりました委員が辞任をいたしましたので、

その後任として、東大和市立第三中学校校長の中屋珠美氏を令和５年７月１日付

で委員に任命するものであります。 

  なお、任期につきましては、前委員の残任期間であります令和６年４月30日ま

ででございます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 説明が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  第34号議案 東大和市立図書館協議会委員の任命について、本件を承認するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○岡田教育長 ご異議なしと認め、さよう決します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎日程第１４ その他報告事項 

○岡田教育長 続きまして、日程第14、その他報告事項を行います。 

  報告事項（１）令和５年度東大和市民間学童保育所光熱水費高騰対応助成金交

付要綱（案）について、本件の報告をお願いいたします。 

  石川青少年課長。 

○石川青少年課長 それでは、令和５年度東大和市民間学童保育所光熱水費高騰対

応助成金交付要綱（案）について、ご報告申し上げます。 

  東大和市が実施しております放課後児童健全育成事業、いわゆる学童クラブで

ございますが、公立の学童保育所11か所のほかに２か所の民間での学童保育所が
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ございます。 

  待機児童が大変多く見込まれた第二小学校、第八小学校の区域のところをもち

まして、平成30年４月からこの民間学童保育所運営を開始しまして、市では補助

金を支出して、その民間学童保育所の安定的な運営に寄与しているところでござ

います。 

  昨今、社会情勢の急激な変化を受けまして、原油等のエネルギー関連の価格の

上昇が続いておりまして、その影響によりまして、電気料をはじめとして多くの

品目での価格の引上げが続いているところでございます。 

  学童保育所における電気料等についても、コロナの影響で換気をしながら冷暖

房を行うという非効率な運転を余儀なくされているところもございますので、事

業運営に占める光熱水費の割合が非常に高くなっておきております。 

  このことから、市におきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用いたしまして、この光熱水費の高騰分を助成金として支出す

ることで民間学童保育所の円滑かつ安定的な運営を図ることを目的としまして、

本要綱を制定するものでございます。 

  それでは、この要綱の内容について簡単にご説明申し上げます。 

  第１条は、本要綱の目的でございますが、ただいま申し上げた制定の目的が記

されているところでございます。 

  第２条は、この助成金の交付についての通則を定めるものでございます。 

  第３条は、助成の対象となる事業者について定めるものでございます。 

  第４条でございますが、こちらは助成となる対象で、令和５年度の光熱水費と、

それから物価高騰前、平成31年度と比較して増加した光熱水費とするものでござ

います。 

  第５条は、助成金の具体的な金額について定めるものでございます。 

  第６条から第11条は、助成を受けるための交付の手続等について規定するもの

でございます。 

  第６条は交付申請の手続、第７条は交付決定に関する手続です。 

  ２ページ目をおめくり願います。 

  第８条につきましては助成金の変更申請の手続、第９条は実績報告に関する手

続、第10条は助成金額の確定に関する手続、第11条は助成金の請求に関する手続

でございます。 
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  第12条は、助成金の交付決定の取消しに関する規定でございます。 

  第13条は、助成金の返還に関する手続について規定するものでございます。 

  第14条は、助成金に関する書類等の整備及び保管に関する規定であります。 

  第15条は、こちらは補則としまして、この要綱に定めるもののほか必要な事項

については、教育長が別に定めるというふうに規定するものでございます。 

  最後、附則でございますが、この要綱は令和５年４月１日より施行するもので

ございます。 

  報告は以上となります。よろしくお願い申し上げます。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑はございますでしょうか。もしございましたら、発言をお願いいたしま

す。 

  どうでしょうか。よろしいですか。 

  １つ聞いてもいいですか。 

  第５条、助成金の額で、平成31年度における光熱水費決算額を差し引いたもの

と21万円を比較して少ないほうとするということなのですけれども、比較するの

はこれからでないと分からないということですか。 

 石川青少年課長。 

○石川青少年課長 そうです。令和５年度がすでにスタートしておりますので、令

和５年度の年度事業が終了した後に収支の決算書を提出していただいて、令和５

年度の光熱水費から平成31年度の光熱水費を差し引いた額と21万円を比較し、そ

の低いほうの額が助成額となるわけでございますが、事前に交付の申請というこ

とで年度当初の収支の予算書等含めて先に申請をいただいて、実際にかかった金

額で比較をした後に助成額を決定するという形になります。 

  この21万円というのも、令和４年度の法人の部分の決算額と、平成31年度のコ

ロナになる前のその部分の決算額の比較をしまして、平均で64％増額しているこ

とを鑑みまして、令和４年度の法人の当初の予算表の部分から今年度の増額分を

大体50％程度を見込む形で、１か所当たり21万円を上限としまして、学童保育所

は２か所ありますから42万円となりまして、今回補正でもってご提案申し上げま

して議決いただきましたことから、１か所当たり上限21万円ということで、その

２か所分の予算措置となってございます。 

○岡田教育長 ありがとうございます。これまでの実績を踏まえた上で、21万円が
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きちんと算出されているということがよく分かりました。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 平成31年度と来年度の令和６年の開所日数や開所時間は、この21万円

の範囲内になるのですか。 

○岡田教育長 石川青少年課長。 

○石川青少年課長 新型コロナウイルス感染症拡大防止期間中の学童保育所につき

ましては、閉所ということはしておりませんでしたので、保護者の方に対しては、

感染のご心配がある場合はできるだけその利用を控えていただくように自粛をお

願いした上で、それでもエッセンシャルワーカーの方とか、どうしても預けなけ

ればいけないという方々もいらっしゃいましたから、民間学童のほうでも公立と

同じように閉所しないで年間290日くらいは開所していたというところでござい

ますので、その光熱水費につきましては、換気をしなければいけない中で、夏の

冷房と冬の暖房をつけなければならなかったということもありましたし、また、

昨今の急激な電気代の値上がりのため、その基本料金もかなり上がっていく中で、

公立の学童については、その都度通常の予算の補正等を議会のほうにお願いして

お認めいただいている形でありますけれども、民間学童については、運営費補助

という補助金だけでお願いしているわけでございまして、それが特殊な要因にな

りますものですから、別途要綱をつくった形で助成するということです。 

○岡田教育長 ほか、ございますか。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  続きまして、報告事項（２）東京都車いすバスケットボール選手権大会につい

て、本件の報告をお願いいたします。 

  岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 資料のその他報告の（２）のページをご覧いただければと思

います。 

  第48回東京都車いすバスケットボール選手権大会、これは天皇杯１次第49回日

本車いすバスケットボール選手権大会（東京ブロック）を兼ねているものでござ

いますが、こちらに関する情報提供でございます。 

  市では、車椅子バスケットボールを広く紹介いたしまして、障害者スポーツや
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障害者への理解を促進するために、東京都車いすバスケットボール連盟と共催い

たしまして各種大会を実施してございます。 

  令和５年度につきましては、この標記大会を７月８日の土曜日に予定している

ところであり、既に６月15日号の市報、またはホームページにて告知をさせてい

ただいているところでございます。 

  情報提供とさせていただきたいのは、この本文の下から５行目、「本大会で

は」から始まるところでございます。本大会では、この試合数の関係によりまし

て、安全に大会を運営するために開会式及び閉会式の時間をスケジュール上捻出

することが困難となりましたことから、東京都車いすバスケットボール連盟と協

議した結果、開会式、閉会式を行わないということになりましたので、情報提供

させていただいたところでございます。今般の事情をお含みいただきまして、何

とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑があれば、ご発言をお願いいたします。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  続きまして、報告事項（３）東大和市市民プールの開設について、本件の報告

をお願いいたします。 

  岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 すみません、この件に関しましては、お手元に資料ございま

せん。口頭でのご報告となりますことをご承知おきください。 

  東大和市ロンドみんなのプールの開設についてということで、令和５年度の夏

も７月15日の土曜日から８月31日の木曜日まで、計48日間の開場を予定してござ

います。 

  例年どおり、開場初日は無料開放というふうにさせていただきたいと考えてご

ざいます。 

  開場時間につきましては、原則、午前10時から午後６時までとなりますが、終

業式前となります７月18日の平日の火曜日から20日の木曜日までは午後１時半か

ら午後６時までの開場時間というふうに設定させていただいてございます。 
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  また、開場中にはポイントカードですとか、ビンゴ大会のようなイベントを予

定してございます。詳細につきましては、適宜ホームページ等で掲載してまいり

たいと考えてございます。 

  また、プールの修繕が今まだ続いているところでございますが、修繕に伴いま

して、うまべぇのイラストをプールの底のほうにいくつか描いてございます。そ

ういったところからも子どもたちには非常に喜ばれるようなものになっておりま

すので、きっと喜んでくれるのではないかというふうに考えてございます。 

  市報には７月１日号にて掲載予定でございますので、そういった形で周知のほ

うを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑がございましたら、お願いいたします。 

  聞いてもいいですか。 

  市民プールの水深ですが、深いところは何メーターあるのでしょうか。 

  うまべぇがプールの底に描かれるとなると、子どもは絶対触りたくなるだろう

と思い、例えばうまべぇの鼻を触ろうとかするのではないかと思いました。 

  岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 具体的な水深までは、手元には資料がなく、お答えはいたし

かねまして申し訳ございませんけれども、ただ、うまべぇイラストが描いてある

のは流水プールのほうと、乳幼児用のプールのほうになりますので、お子様たち

としても楽しみながら、うまべぇを触れることができるのではないかと考えてお

ります。25メートルプールのほうにはうまべぇはございません。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 分かりました。潜水して何か触りたいがために、そんなことないと

思いますけれども、溺れてしまったりしたら大変だと思ったものですから、そう

いう流れるプールのほうであったり、水深がそれほどないところであれば、安心

していけるだろうというふうに思いますけれども、いずれにしても子どもたちは

喜ぶのではないかという感想を確かに持ちました。ありがとうございます。 

  ほか、よろしいでしょうか。 

  岩田委員。 

○岩田委員 例えば台風が近いとか、すごく気温が高くなってプールに入れないと
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かというお知らせというのは、当日にホームページで確認するだけになりますか。 

○岡田教育長 岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 ホームページでも適宜掲載はいたしますが、やはり一番は、

管理しております体育館のほうにお問合せいただいて、開場状況を確認していた

だくのが一番速やかかと思いますので、そういう形でご確認いただければと思っ

ております。ありがとうございます。 

○岡田教育長 岩田委員。 

○岩田委員 分かりました。ありがとうございます。 

  それともう一つ、例えば外の歩くところがすごく熱かったりすると中止になる

とかというのは考えられていますか。 

○岡田教育長 岩野生涯学習課長。 

○岩野生涯学習課長 いわゆるプールの周辺のブロック部分の熱さによって開場を

取りやめるという考えは特段ございません。サンダルを履いてご利用いただく方

も多うございますので、基本的には暑さを尺度というところで、また、気候の状

況等を尺度として開場の判断というのをさせていただくような形になるかと思い

ます。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 恐らく、監視する方とかがプールサイドが熱くならないように、よ

く学校では水をかけて冷やすというようなことをしますけれども、当然、足裏を

やけどしないようにするということは安全上の配慮として行うのではないかとい

うふうに思いますけれども、いずれにしてもプール期間中、事故なく安全にでき

るようにしていただけると良いです。 

  ほか、ございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

  続きまして、報告事項（４）中央図書館会議室の試行的開放について、本件の

報告をお願いいたします。 

  浴中央図書館長。 

○浴中央図書館長 それでは、資料その他報告の（４）をご覧ください。夏休みが

近づいてまいりましたので、中央図書館のほうではこの夏の会議室の試行的開放
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を行います。 

  １の目的をご覧いただきたいのですけれども、中央図書館会議室を自習室とし

て試行的開放することにより、学生等の需要の把握及び図書館運営上の支障を検

証し、もって図書館施設の有効活用について必要な検証を行うことを目的として

おります。 

  ３の実施期間をご覧ください。令和５年度の実施期間でございますが、令和５

年７月から８月の間の土曜日、日曜日及び夏季休業期間ということで、７月は７

月１日がちょうど土曜日ですので今年度は７月１日から始まりまして、７月21日

から８月31日までの学校の夏季休業期間につきましては基本的に休館日を除き毎

日開放いたします。そこで、今年度は計40日間の開放を予定しております。 

  そして、４の定員でございますが、コロナ禍以前の18名ということで前回から

戻して実施しております。 

  そのほか、対象ですとか参加者に対する利用の制限等は、毎回同じものという

ことで実施しております。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 報告が終わりました。 

  ご質疑がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

  藤宮委員。 

○藤宮委員 コロナ対策はどのようにするのですか。 

○岡田教育長 浴中央図書館長。 

○浴中央図書館長 消毒の機材ですとか用品を置いて各自で消毒していただいたり、

それと換気ですと窓開けをしたりですとか、そういったことになります。 

  以上になります。 

○岡田教育長 ほかにはございますでしょうか。 

  せっかくですから質問してもいいですか。 

  それほど多分定員いっぱいいっぱいにならないというふうには思ってはいるの

ですけれども、小学校５年生からとした理由は何かあったのでしたか。 

  浴中央図書館長。 

○浴中央図書館長 一番最初に始めた頃は中学生・高校生ということを基準に考え

ていたのですけれども、やはり小学生でも使いたいというお声もありましたので、

５年生ぐらいになれば一人でも友達と一緒でも落ち着いて勉強ができるようにな
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るのではないかということで、５年生以上から受け入れるようになりました。数

年このような状況で実施しておりますが、小学生の方が騒いでうるさいとかいう

こともございませんので、自習室を利用することができると理解しております。 

  以上でございます。 

○岡田教育長 ありがとうございます。 

  ほかにはご発言ございますか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○岡田教育長 では、質疑を終了いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

◎閉会の辞 

○岡田教育長 以上をもちまして、本日予定しておりました議事日程は全て終了い

たしました。 

  これをもって令和５年第６回東大和市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後 ３時１５分閉会 
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